
個人情報ファイル簿（単票）  

個人情報ファイルの名称  総合福祉システム  

実施機関の名称  市長  

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる部課等の名称  

保健福祉部障害福祉課  

個人情報ファイルの利用目的  ３障害（身体・知的・精神）に関する情報や、

補装具・日常生活用具の支給状況等を管理す

るもの  

個人情報ファイルの記録項目  １氏名、２住所、３生年月日、４性別、５受

給中又は受給したことのある事業の利用状

況、６世帯情報、７税情報  等  

個人情報ファイルに記録される個

人の範囲  

市内に住所を有する障害者（児）（市内の居住

地から市外の居住地特例施設に転出した障

害者（児）を含み、市外の居住地から市内の

居住地特例施設に転入した障害者（児）を除

く。）  

個人情報ファイルに記録される個

人情報の収集方法  

住民基本台帳、課税データ、障害者手帳に

係る本人等からの申請書及び添付書類  

要配慮個人情報の有無  ☑有   □無  

記録される個人情報を実施機関以

外の者に経常的に提供する場合に

は、その提供先  

 

開示請求等を受理する部課等の名

称及び所在地  

名称：保健福祉部障害福祉課  

所在地：〒 300-8686 土浦市大和町９番１号  

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続の有無  

□有   ☑無  

 

個人情報ファイルの種別  ☑法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル）  

□法第６０条第

２項第２号（手

作業処理ファイ

ル）  

利用目的及び記録される個

人の範囲が個人情報ファイ

ルの利用目的及び記録され

る個人の範囲の範囲内であ

該当法令及びその内容  



 

る手作業処理ファイルの有

無   ☑有  □無  

備考   


